
 1

2009 年 月 日 
 

２０１０年代に向けての物流戦略委員会 
終とりまとめ（案） 

 
 
はじめに 

物流は、企業の調達・生産・販売に至るプロセスを結ぶ戦略的な機能であ

り、また、国民生活にとっては、なくてはならないものである。とりわけ、

資源・食糧の多くを海外に依存する我が国にとって、安全・安心の根幹にか

かわる重要な分野である。 
物流は、荷主、物流事業者、施設管理者、行政機関、海外の国や企業など

多様な関係者がかかわる分野であり、各種課題の解決のためには、関係者が

密接に連携を図りながらそれぞれの役割を適切に遂行する不断の努力が必要

である。 
 2010 年代に向けての物流戦略を策定するに当たっての基本的考え方とし

て、我が国の企業の競争力と国としての競争力の強化を同時に推進すること

が重要であるが、その際、2008 年秋以降の世界的な経済危機の物流面への影

響も見極めつつ、適切に対応することが必要である。 
 
１．物流をめぐる中長期的な環境の変化と課題 

グローバル化した市場経済において、内外の労働・資本・資源の賦存状況、

各種社会インフラの整備水準や消費市場への近接性等に応じて企業が商品の

開発・製造拠点の立地を戦略的に選択する時代を迎えている。原材料調達か

ら生産、販売までを一貫したシステムとしてとらえ、消費者の購買情報を関

係者が共有し、在庫の削減、リードタイムの短縮、適時・適量の商品供給等

の実現を目指すサプライチェーン・マネジメント（ＳＣＭ）が、日本国内に

とどまらず、国境を越えて展開されている。 
このように、グローバルな物流網が構築されてきた中で、2008 年秋以降、

米国の金融危機に端を発する世界的な景気後退が進行する事態となり、我が

国をめぐる物流にも未曾有の影響が発生した。今回の経済危機は、単に一時

的な荷動きの減少にとどまらず、産業・物流構造の変革をもたらす可能性が

あり、将来を適切に見通すことが難しくなっている。とはいえ、以下に述べ

る環境の変化と課題は中長期的に不変のものと思われる。 
多くの本邦企業が展開し、世界の生産拠点となったアジアにおいては、新
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興国の内需拡大への期待もあいまって、ますます本邦企業の立地が進んでい

くものと見込まれるが、現状ではアジア域内で円滑に物資を移動できないケ

ースも散見され、物資の域内移動の円滑化を図ることが重要である。また、

資源・エネルギー等の安定的・効率的な輸送も必要である。 
日本発着の物流よりもアジア域内・アジアと欧米間の物流が増加する傾向

にあり、我が国の国際拠点港湾・空港は近隣諸国の主要港湾・空港に比べて

相対的に地位が低下してきている。このため、国際的な経済環境の大きな変

化に対応するとともに、我が国に立地する企業の競争力を強化する観点から、

国際拠点港湾・空港の機能強化が求められている。また、アジアをめぐる物

流動向を踏まえると、物流事業については、我が国発着のみならず、アジア

需要全般への積極的な取組みが重要であり、日本の物流事業者も、三国間輸

送を含め一層海外事業に取り組むことが重要である。 
近年、テロ対策の一環として、輸送機関の保安対策や大量破壊兵器の持ち

込みに対する監視の強化が行われてきており、効率的な物流との両立が大き

な課題となっている。このような課題に対応するためには、水際対策・危機

管理体制の強化や、情報通信技術を活用した迅速で効率的かつセキュリテ

ィ・レベルの高い物流ネットワークの構築に向けた取組みを推進しつつ、保

安対策やセキュリティの確保のための仕組みにおいて管理体制が充実してい

る企業の取組みを可能な限り活かすことが求められる。 
消費者ニーズの多様化に伴い、少量多種の製品やサービスの多頻度の提供

が求められ、輸送の低廉化・高度化が図られてきたが、地球温暖化対策の必

要性の高まり、中長期的な原油価格の上昇傾向とともに、その見直しを迫ら

れている。低炭素型物流システムに誘導するための関係者の協働とインセン

ティブの充実が必要である。とりわけ、厳格に時間を守るなど、スペックの

高い日本の物流システムについて、一層の低炭素化と必要なサービス水準の

両立が重要と考えられる。物流拠点の内外や都市内における円滑な物流シス

テムの実現に向けた諸課題の解決、モーダルシフトを含めた輸送の効率化が

必要である。また、循環型社会の形成に当たり、静脈物流システムの形成が

必要となっている。 
サプライチェーンが内外で広域的に展開される中で、ロジスティクスの脚

が長くなることに伴い、管理が難しくなり、安全確実な輸送の実施が揺らぎ

つつある。また、少子高齢化に伴い、物流事業では、厳しい現場作業の担い

手が減少し、労働力の確保・育成策が重要と考えられ、労働環境の改善や地

位の向上のための対策が必要である。 
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２．基本的視点 
  以上の環境変化や課題を踏まえると、2010 年代に向けての物流戦略は、グ

ローバルに展開される調達・生産・販売に関し、迅速で効率的、かつ、安全・

確実でセキュリティ・レベルの高い物流を確保すること及び物流からの環境

負荷を 小化することであると考えられる。 
具体的には、各種の経済活動が分散立地したときに相互間の「ものの移動

と情報伝達」のために発生する費用（サービスリンク・コスト）の低減を通

じ、我が国に産業の中枢機能を確保しつつ、部品製造や製品組立等の立地を

アジア等に戦略的に展開しやすくすることが企業の国際競争力強化につなが

る。このような我が国産業の立地の国際展開を支えるロジスティクス機能は、

物資の移動を可能な限り市場動向に同期化させることで物流そのものの量や

在庫を縮減する効果があるほか、我が国を含む消費者の多様なニーズに対応

して良質で低廉な商品・サービスが提供される基盤となる。このため、国際

拠点港湾・空港の機能強化や国内外の物流ネットワークの拡充・円滑化をは

じめ、コストの縮減やリードタイムの短縮など一層の対応が必要とされてい

る課題について重点的に取り組むことが必要である。また、我が国物流事業

者は一定程度質の高い物流システムを形成しており、「日本ブランド」とも呼

ぶことのできる我が国の誇る質の高い物流の普及・拡大が期待される。 
次に、安全・確実な輸送の確保は物流に欠かすことのできない重要な要因

であり、輸送の手配と実施の連携強化や優良事業者の認定・監督について、

その充実と新しい対応が求められている。また、近年、テロ対策が国際物流

に求められてきており、物流効率化を確保しつつ、セキュリティの向上を図

ることが必要である。セキュリティは輸送の保安や国の安全保障に関わる課

題であり、諸外国との連携・調整、官民間・関係省庁間等の連携及びコンプ

ライアンスの遵守が重要である。また、セキュリティの分野では、ＩＣＴを

はじめとする各種技術の活用が期待され、日本の誇るセキュリティ技術の開

発を引き出すとともに、先端技術を世界に向けて発信していくことも重要で

ある。 
また、物流はエネルギー起源のＣＯ２をはじめ、各種の環境負荷を社会にも

たらしている。近年、国内貨物輸送からのＣＯ２排出量は低減する傾向にある

が、今後はサプライチェーン全体からの環境負荷を低減していくことが求め

られる。このため、内外で環境にやさしい物流の一層の展開を図ることによ

り、我が国が国際社会において環境面で果たすべき役割を積極的に担うこと

が重要であるが、これは、物流の担い手のみならず、消費者を含めた物流の

利用者の責務でもあると考えられる。また、静脈物流に関しては、臨海部な
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どの適切な場所に再利用・ 終処分場の立地を集約することなどを含め、物

流面での環境負荷低減のための工夫が求められる。低炭素型社会の構築は、

我が国をめぐる環境負荷の低減に資するのみならず、中長期的にはさまざま

な省エネ・環境技術の開発・応用を誘発することを通じて、我が国産業の国

際競争力強化につながることも期待される。 
一方、現下の経済危機は、米国等における近年の旺盛な消費需要を支えて

きた金融機能が毀損したため、輸出依存度の高い我が国製造業に大きな影響

を及ぼし、我が国をめぐる物流にもその影響が波及してきている。また、円

安の終焉により、工場の国内回帰が見直されるとともに、中国、インド等の

新興国の内需拡大への期待もあいまって、中期的にはアジア等への工場の再

移転が進む可能性がある。したがって、我が国の製造業においては、より付

加価値の高い製品への特化が進むものと考えられる。このため、我が国をめ

ぐる物流においては、一層のコスト削減と高いサービスレベルの確保という

難しい課題に的確に対応していく必要性が出てきており、以下に掲げる基本

的な視点とともに、物流コスト低減に資する経済対策が機動的に実施される

ことが期待される。 
１）経済構造の一層のグローバル化への対応 

○内外における迅速で効率的な物流の確保 
○安全・確実でセキュリティ・レベルの高い物流と効率化の両立 
○物流の効率化に向けた各種インフラ整備の推進 

２）低炭素物流の実現 
○環境負荷低減に資する効率的な物流システム構築のための協働 
○効率的な物流システム構築に誘導するためのインセンティブ強化 

 
３．新たな施策の方向 
  中長期的な環境の変化と課題に対応して日本の誇る質の高いロジスティク

スの展開と低炭素物流の実現を同時に推進することが必要となる。この場合、

荷主・物流事業者などの民間部門、施設の整備・管理者、行政機関など多様

な関係者がビジョンを共有するとともに、「目標設定・実施・評価・反映

（PDCA）」方式により、中間目標（マイルストーン）を重視しながら、以下

の施策を中心に取り組むことが必要である。各種施策を展開する際、関係者

間で受益と負担のあり方を含めた調整が必要となるケースもあり、特定の分

野にしわ寄せがいくことのないよう、当事者間の連携・協働を一層重視する

必要がある。また、多くの日本企業が展開するアジア等においても、海外の

国や企業との連携を深めながら、パートナーシップの輪を広げていくことが
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必要である。 
  一方、物流コスト低減に資する経済対策として、既に高速道路料金の引き

下げ、中小トラック事業者構造改善支援事業、内航海運・フェリーの活性化

対策、港湾・空港整備の加速などの取組みが実施されているが、今後とも、

以下に掲げる基本施策のみならず、経済状況に対応した機動的な政策対応が

期待される。 
 

１）多様な関係者の協働による質の高い国際物流の確保 
経済構造の一層のグローバル化に対応するため、荷主、物流事業者、施

設管理者、行政機関、海外の国や企業など多様な関係者が連携して、物流

の効率化を一層推進するとともに、国際物流におけるボトルネックを解消

し、物流の円滑化・効率化に取り組んでいく。また、安全・確実でセキュ

リティ・レベルの高い物流と効率化の両立に向け内外における関係者間の

協調を図る。 
○「パートナーシップ」による国際物流の円滑化・効率化 
・国際・国内一体となった物流環境の改善 

内外を通じたシームレスな物流を確保するため、国際複合一貫輸

送の一層の高度化に取り組む。このため、産官学の連携により、ド

ア・ツー・ドアの貨物の具体的な流れについて詳細なモニターを行

い、内外におけるリードタイム、手続等における具体的な課題を抽

出・検討・対応するＰＤＣＡ方式の取組みを推進する。 

また、国際物流は、国内と海外がシームレスにつながることが重

要であるため、国内区間における対応に加え、アジア域内における

広域的な物流環境の改善を進める。特に、アジア諸国との連携に重

点的に取り組むこととし、日中韓物流大臣会合、日ＡＳＥＡＮ交通

大臣会合、国際物流競争力パートナーシップ会議の枠組みにおける

取組みを充実させるとともに、新たに物流に係るアジア諸国との二

国間の政策対話を始めることにより、ハード・ソフトの両面から広

域的な物流環境の改善に取り組む。 

具体的には、アジア域内の主要都市・産業集積を結ぶ主要国際ル

ートについて、域内外政府と協力・協調し、一体的な整備を進める。

その取組みの一環として、主流である域内トラック輸送や海陸／空

陸一貫輸送のサービス向上に加え、鉄道と海運の一貫輸送

（Rail-Sea-Rail）や海上と航空の一貫輸送（Sea & Air）を推進す

る。また、効率的な物流の戦略立案や管理、現場実務を遂行できる
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人材育成を支援するほか、我が国における各種制度・現場実務等を

参考としつつ、効率的かつ高品質な物流サービスの提供を実現でき

る環境づくりを支援するキャパシティビルディングを図るとともに、

各種制度改善を支援することにより、海外における生産拠点となる

アジア諸国の物流サービスのレベルを向上させる。 
 
・航空貨物ネットワークの拡充 

2007 年８月以降、韓国、タイ、マカオ、香港、ベトナム、マレー

シア、シンガポール及びカナダとの間で航空自由化に合意したこと

に続き、中国等他のアジア各国との間でも、同様の航空自由化に合

意できるように努める。また、欧米との間でも様々な課題はあるが、

欧米の動向を見極めつつ、自由化に向けた交渉を行う。 
その中で、航空貨物の需要変動性・片荷性に対応した輸送スペー

スの弾力的供給を実現するため、貨物便の運航自由化等環境整備も

進める。 
 

・成田・羽田の物流円滑化 
成田・羽田に関しては、成田国際空港の北伸事業による平行滑走

路の 2,500ｍ化や羽田空港の再拡張事業等による空港容量拡大を踏

まえ、以下の取組みを推進する。 
成田国際空港については、空港内の国際物流機能の向上、空港内

のボトルネック解消、空港ゲートの管理・運用システムの高度化、

空港アクセスの改善を図る。 
羽田空港については、空港内の国際物流機能の拡充、国際線地区

貨物ターミナルの管理・運用システムの高度化、空港周辺地域の物

流機能の一体的強化、空港アクセスの改善を図る。 
また、成田・羽田両空港の有機的連携方策として、両空港間の効

率的な貨物輸送体制の構築、物流拠点ターミナル機能の整備を図る。 
なお、具体的な対応方策については、別紙２（成田・羽田物流円

滑化ワーキングチーム 終報告）参照。 
 
・コンテナ物流の総合的集中改革プログラムの推進 
  スーパー中枢港湾プロジェクトの充実・深化の一環として、経済

団体、港湾関係者等と協働して、港湾のＣＹゲートの深夜早朝利用、

内航フィーダー・バージ輸送、海上コンテナ鉄道輸送等に関するモ
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デル事業を実施し、コンテナ物流の総合的集中改革プログラムの推

進を図る。 
 
・各種情報の有効活用 
  海上交通の安全性の向上と物流の円滑化・効率化を促進するため、

ＡＩＳ（船舶自動識別装置）情報及び各種港湾関係情報等の有効活

用を図る。 
 
・各種手続を含む簡易化・電子化の促進 

2008 年 10 月に稼働したシングルウィンドウに港湾管理者の手続

を追加し（2009 年 10 月以降）、輸出入・港湾関連手続の電子化・一

元化を推進する。 

また、サプライチェーン・マネジメントの高度化に対応した高品

質な物流サービスを提供するとともに、航空貨物輸送におけるオペ

レーションの効率化を実現するため、航空貨物情報（個品情報、通

関情報、セキュリティ情報等）の電子化及び関係者間での共有化を

推進する。具体的には、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）

※１（ＩＣタグ）技術の活用による航空物流システムの高度化及びサ

プライチェーン全体への体系的かつ効果的な普及に向けて、タグ規

格の国際標準化、タグ情報の取得・管理手法の改善、事業者間・モ

ード間の互換性向上等を図る。また、ＩＡＴＡ（国際航空運送協会）

によるｅフレート※２の実施等により、航空貨物輸送分野におけるペ

ーパレス化を推進する。 

 
 ・物流資材の標準化 
   東アジアにおいて、コンテナ（１２フィート）、パレット、クレ

ート等、物流資材の標準化を進めるとともに、リターナブル化を推

進する。 
 
○安全・確実でセキュリティ・レベルの高い物流と効率化の両立 
・航空輸送などの保安対策の徹底、安全な輸送のための手配と実施の

連携強化 

KS/RA 制度（Known Shipper / Regulated Agent）※３等を活用し、

高いセキュリティレベルを維持しつつ、物流の円滑化を図る。この

際、利用運送事業者は確実かつ安全な運送を確保するため、実運送
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事業者との連携を強化する。また、航空輸送については、運送事業

者の品名確認等を着実に実施し、航空輸送制限貨物を適切に輸送す

るため、荷主においては、品名の確実かつ十分な記載を行うこと等

が必要不可欠である。更に、利用運送事業者については、研修の充

実、チェックリストを活用した自主監査などにより、コンプライア

ンス（法令の遵守）を徹底することが求められる。 
 

・主要な海上輸送路の安全確保 
欧州とアジアを結ぶ海上輸送路の要衝であり、我が国経済にとっ

て重要なソマリア周辺海域の海賊対策については、2009 年３月から

海上警備行動による日本関係船舶等の護衛活動が開始され、海賊行

為に適切かつ効果的に対処できる新法が国会に提出されているが、

これに加え周辺国等のキャパシティビルディングへの協力等を行っ

ていく。 
マラッカ・シンガポール海峡については、2007 年に国連海洋法条

約に基づき世界で初めて国際海峡における沿岸国と利用国の協力の

あり方を具体化して創設された「協力メカニズム」の下で、これま

で培った知見や沿岸国との良好な関係を活かし、引き続き官民連携

して当該海峡の航行安全対策に積極的に協力していく。 
 
・国際港湾施設におけるセキュリティの確保と効率的な物流の実現 

ＳＯＬＡＳ条約の一部改正を受けて 2004 年７月から施行された

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づ

き、国際港湾施設の保安の確保、所要の保安関連情報の提供・共有

や治安関係職員の確保を含めた水際対策の強化等を適切に行うこと

により、国際港湾施設におけるセキュリティの確保を図る。併せて、

国際コンテナターミナルにおけるヒト・モノの出入り管理を円滑か

つ確実に行うためのシームレスでセキュリティ・レベルの高い物流

ネットワークの構築等に向けた取組みを推進する。 

 

    ・物流関係官民の共同によるＢＣＰ（Business Continuity Plan）※４

の策定と運用 
      災害時等の応急対策の実施上必要となる物流サービスの供給シス

テムの確立を図るため、官民共同して物流事業者のＢＣＰ作成を促

進していく。 
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特に、我が国の国民生活や産業活動を支える重要な物流・生産基

盤である港湾においては、災害時に低下した港湾機能を早期に回復

させるため、港湾施設（航路、岸壁等）の復旧だけでなく、海運事

業者や港湾運送事業者等の実施する業務や港湾に接続する主要道路

などのネットワークが迅速に回復されることが必要であることから、

港湾関係者との協働の下に港湾の事業継続計画（ＢＣＰ）を策定す

る。 
 
   ・安全で効率的な海上交通の実現 
     安全で効率的な海上交通の実現のため、交通ルール等制度面を充

実させるとともに、ＡＩＳ（船舶自動識別装置）等の最新技術を活用した安

全対策や安全情報提供体制の充実とともに、災害時においても緊急物

資の輸送や被災者の救助活動などを支える海上交通ルートを確保する

ため、航路標識の高度化、防災・安全対策等を推進する。 
 
２）国際拠点港湾・空港の整備・管理運営の効率化 

ロジスティクス機能を担う国際拠点港湾・空港については、迅速で低廉

な物流を確保するために、港湾・空港の選択と集中を進め、ハード・ソフ

ト両面において以下の取組みを進める。 
○港湾を核としたシームレス物流網の形成 
・スーパー中枢港湾プロジェクトの充実・深化 

2010 年度までにアジア主要港を凌ぐコスト・サービス水準（港湾

コストの約３割低減、リードタイムの１日程度への短縮）の実現を

目標として、京浜港、伊勢湾、阪神港において官民連携のもとで、

次世代高規格コンテナターミナルの整備、港湾関連手続の情報化の

推進等ハード・ソフト一体となった総合的な施策を推進する。また、

物流高度化・効率化を支援するため、スーパー中枢港湾等において、

コンテナターミナルの機能を強化・補完する、高度で大規模な臨海

部物流拠点を形成する。2009 年度から、港湾を核とした物流を総合

的に改革していく先導的な官民協働プロジェクトを推進するための

コンテナ物流の総合的集中改革プログラムを推進する。具体的には、

港湾のＣＹゲートの深夜早朝利用、内航フィーダー・バージ輸送、

海上コンテナ鉄道輸送等についてモデル事業を推進する。なお、内

航フィーダー輸送網の強化に向けて、内航コンテナ船の外貿バース

への直付けに係る関係者の合意形成にも取り組んでいく。 
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・大型船舶に対応した産業港湾インフラの刷新 

2015 年のパナマ運河の拡張等を視野に入れつつ、陳腐化しつつあ

る基幹的な産業港湾インフラを世界 高水準に刷新することにより、

今後中長期的にわたり、安価かつ安定的な原材料・資源エネルギー

調達を可能と基盤（底力）を形成する。このため、大型船舶の入港

を可能とする航路の大水深化等、所要の港湾施設整備を推進する。 
 
・港湾手続の効率化等港湾サービスの高度化や港湾行政の広域連携の

推進 
2008 年 10 月に稼働したシングルウィンドウに港湾管理者の手続

を追加し（2009 年 10 月以降）、輸出入・港湾関連手続の電子化・一

元化を推進する。また、京浜港や阪神港における港湾行政の広域連

携を推進する。 

 
 ・国際複合一貫輸送網の構築 
   経済のグローバル化の進展やアジア地域の急速な発展により、急

増する中国を中心とした東アジアの物流について、迅速かつ低廉な

輸送物流体系を構築するため、国際複合一貫輸送のためのターミナ

ル整備等を行う。また、ロシア経済の発展により、我が国との間の

輸送需要の増大が見込まれており、ロシア国内の鉄道輸送網の活用

も視野に入れ、新しい環日本海圏の複合一貫輸送網の強化のための

検討を行う。 
 
○大都市圏拠点空港の物流機能の強化 
・首都圏空港の物流機能拡充 

2010 年供用開始に向けて成田国際空港の北伸事業及び羽田空港

の再拡張事業を推進するとともに、成田・羽田両空港の一体的活用

を通じた首都圏全体の物流機能の 大化・24 時間化を実現する。併

せて、空港貨物地区等の混雑緩和、空港周辺の物流関連施設との有

機的連携、成田・羽田間の物流円滑化等を推進する。 
 

・関西国際空港の国際物流ハブ機能の強化 
アジア発着貨物を中心に、国際トランジット貨物の戦略的誘致、

深夜貨物便ネットワークの拡充、海上輸送との連携、低コスト化等
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により、国際物流ハブ機能の強化を図る。 
また、関空を核とした国際物流の活性化を図るため、完全 24 時間

空港である同空港の特性を 大限活かし、農産物等の深夜貨物便に

適した貨物の発掘を官民一体となって推進するとともに、大阪ベイ

エリアをはじめとする関西圏における物流拠点形成との連携方策の

検討に積極的に取り組む。 
 

・中部国際空港の利活用の推進 
日本経済をリードする中部圏のものづくり産業の活力と継続的発

展のため、深夜貨物便を含めた国際ネットワークの拡充、新規航空

貨物の開拓、総合保税地域を活用した物流機能の高度化等により、

中部国際空港の利活用を推進する。 
 

３）国内外の物流ネットワークの拡充・円滑化 
物流の円滑化・効率化を図るため、国内外の物流ネットワークを形成す

る各種インフラの整備を推進するとともに、輸送モードの有機的連携によ

って、物流結節点と消費地・工場等を円滑に結ぶ物流ネットワークの構築

に向けて、道路、鉄道、海運について、以下の取組みを進める。 
○道路 
・大都市圏の環状道路等幹線道路ネットワークの整備、拠点的な空港・

港湾へのアクセス向上、国際物流に対応した道路網の拡充に向けた

国際コンテナ通行支障区間の早期解消 
物流の効率化や産業立地等に資するサービスの高い交通ネットワ

ークの構築に向けて、大都市の環状道路等基幹ネットワークの整備

を推進する。また、拠点的な空港・港湾から高速道路等へのアクセ

ス道路の整備を推進するとともに、国際標準コンテナを積載した車

両が港湾等と大規模物流拠点間を積み替えなく通行可能な道路整備

を推進する。 
 
○鉄道 
・輸送力増強、駅設備の近代化、積載率の向上 

環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送へのモーダル

シフトを促進するため、貨物列車長編成化の整備（待避線延伸等）

等輸送力増強のためのインフラ整備や輸送機材強化・更新等による

輸送能力の拡大、及び、鉄道貨物駅のＥ＆Ｓ化※５や入換の効率化等
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駅設備の近代化を推進する。また、2008 年４月のＪＲ貨物の予約制

度の変更等により、輸送枠の取消しの大幅な減少等が図られたとこ

ろであるが、その定着及び確保したスペースの有効活用を進めると

ともに、引き続き、IT-FRENS（貨物列車の予約の管理と申込の 適

化を行うシステム）の活用等により積載率の向上を図る。 
 

○海運 
・安定的な国際海上輸送の確保 

安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶・船員確保計

画の認定を受けた外航船舶運航事業者に対するトン数標準税制の適

用等の支援を通じ、日本商船隊の国際競争力の向上並びに日本籍船

及び日本人船員の確保を図る。 
・RORO 船、内航コンテナ船、フェリーの競争力強化 

船舶の老朽化、船員の高齢化等の問題を抱える内航海運や、他モ

ードに対するコスト競争力強化が課題となっているフェリーの活性

を図るため、共有建造制度※６を活用した環境性能の高い船舶への代

替建造等の促進や、運航の効率化・高度化、サービス向上に向けた

取組みへの支援を行う。また、グループ化等の推進により、国内海

運業の構造改革を推進し、産業競争力の強化を図る。併せて、静脈

貨物の扱い等も検討した上で、内航フィーダー輸送の充実を図る。 
 
○国際海上コンテナ輸送 

・ロットの大きさに応じたコンテナ輸送の検討 
40 フィートの国際標準コンテナを積載した車両が港湾等と大規

模物流拠点間を支障なく通行可能な道路整備を推進する。長大コン

テナの国内輸送については、輸送ニーズを把握しつつ輸送手段のあ

り方について検討する。また、東アジアとの国際物流の増加に対応

し、近距離の国際物流において利用が増加しつつある多頻度・小ロ

ット輸送に適した 12 フィートコンテナによる Sea & Rail、

Rail-Sea-Rail サービスを推進するとともに、国際背高コンテナに

対応した貨車（100 系コンテナ貨車）や設備の導入促進を行い、そ

の利用拡大を図る。 
 

○ロジスティクスハブの形成 
    ・「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」、「流通業務市街
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地の整備に関する法律」の活用 
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」（物流総合効

率化法）の活用により、国際拠点港湾・空港及びその周辺、あるい

は高速道路等のＩＣ・鉄道貨物駅周辺等の物流結節点において、在

庫管理※７、流通加工※８、クロスドック機能※９といった高度の物流

サービスの提供が可能な物流施設の整備を促進し、サードパーティ

ロジスティクス（３ＰＬ）※１０の推進、環境負荷の低減、地域の活

性化を図る。 
また、都市における物流機能の向上及び道路交通の円滑化を図る

ため、高速道路ＩＣ近郊等の区域において、当該都市の需要に応じ

た集配、保管等の機能に加え、当該都市と他の地域との地域間流動

物資の集散の機能を併せて有する物流拠点について、「流通業務市街

地の整備に関する法律」（流市法）による流通業務団地及び土地区画

整理事業による整備を促進し、適切な物流施設の配置と供給を図る。 
    

４）環境面で持続可能な物流システムの構築 
輸送機関の低炭素化に加え、荷主、物流事業者、行政機関、地域住民、

消費者等が連携して、低炭素型の物流システムの構築を推進する。 
○輸送モードごとの総合的な対策や単体対策 
・クールシッピング（海運分野の低炭素化）の推進 

国際海運からのＣＯ２排出量を大幅に削減する省エネ技術の開

発・国際標準化（高効率船舶（ＣＯ２の 30%削減を目標）の技術開発

等）や、共有建造制度を活用したスーパーエコシップ（ＳＥＳ）※１

１をはじめとする環境性能の高い船舶の建造促進、船舶の特別償却

制度等を通じ、船舶の代替建造・改良・改造を促進するとともに、

省エネ運航を推進することにより、海運分野におけるＣＯ２排出量

削減を図る。 
 
・低公害車、省エネに向けた運行の効率化、省エネ型機関車等 

自動車グリーン税制等を活用し、小型貨物車の低燃費化・低公害

化を促進する。また、エコドライブ等による省エネに向けた運行の

効率化を図る。更に、鉄道においても、機関車の省エネ化を促進す

る。  
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・既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化 
      物流効率化、都市部の深刻な渋滞の解消、地球温暖化対策などの

観点から、ＥＴＣ※１２を活用しつつ、効果的な料金施策やスマート

インターチェンジの増設等を実施する。 
 
    ・ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進 
      カーナビ、ＶＩＣＳ※１３やＥＴＣ、プローブ技術※１４等の活用や

組み合わせによる多様なＩＴＳ（高度道路交通システム）サービス

を実現する次世代の車載器やそれに対応した設備の整備・活用を図

り、交通流の円滑化や安全運転の支援、物流の効率化を推進する。 
 
○モーダルシフトを含めた輸送の効率化 
・荷主と物流事業者との連携による物流システムの改善 

グリーン物流パートナーシップ会議の活用により、モーダルシフ

トを含めた輸送の効率化のための荷主と物流事業者の協働による取

組みを支援するとともに、「多様な関係者の連携による物流連携効率

化推進事業」の活用により、物流拠点の内外や都市内など物流が輻

輳した地域におけるルール形成など各地域の実状に応じた物流効率

化の取組みやモーダルシフトを支援していく。 
また、JR 貨物の輸送力を一層活用するため、利用運送事業者との

連携を強化するとともに、輸送障害時の対応体制の確保を推進する。

さらに、一般消費者を含めて環境にやさしい鉄道貨物輸送の認知度

向上を図るエコレールマーク※１５の制度を通じて、モーダルシフト

を推進する。 
内航海運（ＲＯＲＯ船等）・フェリー等についても同様に、エコシ

ップマーク※１６の活用、インターネットを活用した航路網やサービ

ス内容に関する情報提供等により、荷主企業及び物流事業者が環境

負荷が少なく省エネ・ＣＯ２削減に効果のある内航海運・フェリー等

を利用するよう働きかけを行っていくこと等を通じ、輸送力の一層

の活用を図る。併せて、輸送品質向上の工夫を図る。 
 
・積替拠点における物流の効率化 

荷役作業の効率化を図るため、鉄道貨物駅の設備の近代化を推進

するとともに、複数モード間における積み替えを円滑に行うため、

港湾内の積替え施設の整備、道路と鉄道の交通結節点における改善
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事業を推進し、効率的な鉄道へのモーダルシフトを図る。 
 
・幹線物流全般・都市圏における輸配送の効率化、３ＰＬ※１０の推進、

環境負荷軽減に資する物流施設の整備 
グリーン物流パートナーシップ会議の枠組み等において、トラッ

クの大型化、積載率の向上、共同輸送、自営転換を促進すること等

により、トラック輸送の効率化を図る。また、物流総合効率化法の

活用により、高速道路 IC 周辺、臨港地区、鉄道貨物駅周辺等に輸配

送の効率化、３ＰＬの推進、環境負荷低減に資する物流施設の立地

を促進する。 
 
・省エネ法の特定荷主及び特定運送事業者の支援並びに省エネ法スキ

ームの活用等 
省エネ法により、５年間で年平均１％以上のエネルギー原単位の

改善が特定荷主や特定輸送事業者に求められ、ＣＯ２排出量削減の取

組みを検討しようとする機運が高まっていることから、引き続き、

荷主と物流事業者の企業単位での省エネの取組みを促進していく。

更に、今後現行制度の評価を行い、連結ベースへの拡充を検討する。 
 
・輸送モード間の公平な競争条件の確保 

高速道路料金引き下げ等の諸状況に鑑み、コスト競争力が低下し

ている内航海運・フェリー業界については、共有建造制度を活用し

た環境性能の高い船舶への代替建造等の促進や、運航の効率化・高

度化、サービス向上に向けた取組みへの支援を行うことにより、活

性化を図る。 
 

  ○低環境負荷の港湾・物流システムの構築 
陸海を結ぶ物流の結節点である港湾において、多様な主体と連携し、

モーダルシフトの促進や内陸部物流拠点の活用など環境負荷の小さい

物流体系の構築、船舶への陸上電力供給施設（船舶版アイドリングス

トップ）や省エネルギー型荷役機械の導入など港湾の諸活動からの温

室効果ガスの排出抑制等に取り組む。 
    

○都市内物流の効率化 
・関係者の協働・連携に基づいた都市内物流の効率化に向けた取組み
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の促進 
都市内物流対策に取り組むにあたり、関係者でコンセンサスを形

成し、対策を創生するプロセスが重要である。 
物流が輻輳する商店街や商業施設・高層ビルなどが集積する地域

において、「多様な関係者の連携による物流連携効率化推進事業」に

より、荷捌きスペースの確保、共同集配などを行うための地域毎の

事情に応じた支援を行うとともに、物流総合効率化法の適用対象と

なる特定流通業務施設（共同上屋）の基準の見直し、都市部におけ

る施設の設計・配置における当初からの物流への配慮などにより、

物流システムのトータルな視点での改善を支援していく。 
 

    ・交通円滑化の推進 
      円滑な都市・地域活動を支え、地域経済の活性化を図るため、環

状道路の整備、信号制御の高度化、交差点の立体化、開かずの踏切

の解消等の渋滞対策を展開する。 
 

・より良好な駐車秩序の確立 
  スムーズな物流に影響を及ぼしている路線に対して、駐車規制と

連携し、交通条件や沿道条件に配慮しつつ、荷捌き停車帯を設置す

る等の対策に取り組む。 
 

○サプライチェーン全体にかかる環境対策 
我が国の物流サービスは一定程度の質の高さを誇っているが、質の

高さを過度に求めることは輸送回数を必要以上に増加させるなど環境

負荷を増大させる懸念がある。 

このため、サプライチェーン全体を通じた企業のＣＯ２排出削減に

対する意識や物流の環境負荷に対する消費者の意識を向上する観点か

ら、カーボンフットプリント※１７の普及を促進する。また、エコポイ

ント制度※１８については、先進的な取組み事例の情報共有を促進する。

更に、店着価格制※１９を改め物流サービスコストを的確に反映した価

格体系の導入や出荷実態に応じて過不足のない在庫を維持する適正在

庫管理をベースとした過度な多頻度補充の見直しによる取引条件の改

善に関する取組みを促進することにより、物流の効率化を図る。 

 
○グリーン物流の国際的連携（日中韓等） 
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日中韓物流大臣会合や物流に係るアジア諸国との政策対話の場等に

おいて、グリーン物流に関する施策の協力、意見交換を継続し、ＣＯ

２排出量削減の取組みを着実に広げていく。 
 

○静脈物流システムの形成 
循環型社会の形成を促進するため、海上輸送による効率的な静脈物

流ネットワークを構築するとともに、臨海部におけるリサイクル産業

の拠点化を推進する。具体的には、国が指定するリサイクルポートを

広域的な循環資源物流拠点として育成するため、公共埠頭等における

循環資源の取扱いに関する運用の改善、官民連携の促進、岸壁等の港

湾施設の確保、積替・保管施設等の整備に対する支援等を推進する。 
 
５）新技術・人材への投資、確実かつ安全な運送の確保、物流に係る取引の

適正化等 
円滑かつ確実な物流を支えていくために、以下の取組みも重要。 
○技術開発と応用 

次世代の運輸エネルギーを利用し、また、環境性能を格段に向上さ

せた次世代低公害車（大型トラック等）の開発・実用化を促進すると

ともに、高効率船舶に係る技術開発、世界への普及の推進など、環境

性能の高い船舶の普及促進を図る。また、ハンドリングの効率化、輸

送品質の向上、環境負荷の低減等の観点から、新たな航空貨物輸送機

材（コンテナ、パレット、地上支援機材等）の設計・開発・導入によ

り、物流システムのイノベーションを促進する。 
更に、企業のサプライチェーンの効率化のため、コンテナ貨物の個

別識別番号（ＵＣＲ）※２０を活用してトレーサビリティの向上を図り、

国際貨物の管理手法を確立する。 
我が国の主要な幹線物流に関して、ＩＴＳ技術などにより効率的な

物流システムの構築やＣＯ２排出量の削減に取り組むため、具体的な

ニーズや実現可能性を踏まえた検討を進める。 
 
○確実かつ安全な運送の確保及びコンプライアンスの徹底 
  利用運送事業者は、確実かつ安全な運送を確保するため、実運送事

業者との連携の強化、荷主の協力を得た品名の着実な確認等を行うと

ともに、研修の充実・自主監査等によりコンプライアンス（法令遵守）

の徹底を図ることが求められる。 
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○人材育成・確保と労働環境の整備 

少子高齢化社会の現状を視野に入れ、今後、輸送の安全性向上等の

観点から、優良なトラックドライバーを安定的に確保していくための

方策について業界団体と連携して検討を進めていくことが必要である。 
また、「海洋国家」である我が国にとって海運は国民生活・経済を支

える不可欠の存在であり、海運を支える人的基盤（ヒューマンインフ

ラ）である船員の確保・育成は極めて重要な課題であることから、船

員の確保・育成については、船員を①集め、②育て、③キャリアアッ

プを図り、④陸上海技者への転身を支援するという４つの施策を柱と

して、船員確保・育成総合対策事業等を推進するとともに、現下の経

済危機に対しては、離職船員に対する再就職支援等の雇用対策を実施

する。 
 

○物流に係る取引の適正化 
トラック事業者に対する荷主等による優越的地位の濫用や下請けへ

の不当な要求を是正するとともに、トラックの手待ち時間の短縮等に

向けた取組み等を進めるため、トラック輸送適正取引推進パートナー

シップ会議を活用するなど官民の連携強化を図る。 
また、ガソリンに比べて高止まっている軽油価格について、原価を

適正に反映した価格設定となるよう必要な働きかけを行う。 
 

○物流に係る統計データの蓄積 
効率的で環境にも十分配慮した貨物輸送体系や輸送施設整備計画を

検討するためには、全国の貨物流動について、真の発着地、産業活動

と貨物流動との関連等を把握できる「全国貨物純流動調査」を引き続

き実施し、統計データの蓄積を図る。 
このほか、アジア等における共通のデータベースの活用について検

討する。 
 
４．物流施策の推進体制 

 これまで以上に物流施策の総合的・一体的な推進を図るため、関係省庁と

荷主企業、物流事業者が一体となった官民協議体において、連携して施策の

推進を図っていく。また、施策の進捗状況の確認と一層の推進を図るため、

ＰＤＣＡ方式によるフォローアップを行っていく。 
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＜用語集＞ 
※１ RFID（Radio Frequency Identification） 
  アンテナ、コントローラ、無線ＩＣタグから構成される、無線通信によ

ってデータ交信することができる自動認識技術。 
※２ ｅフレート 
  国際航空貨物輸送に付随する書類の電子化。当面は Paper Free（ペー

パーフリー）の環境を２０１０年末までに整えることを目指す。 
Paper Free：貨物に付随して紙による書類を運送する必要はないが、国

家機関の要請や業務処理の目的のために、書類をプリントアウトする

ことが出来る環境。 
※３ KS/RA 制度（Known Shipper/Regulated Agent） 
  航空機に搭載する航空貨物について、ＩＣＡＯ国際標準等に基づき、高

いセキュリティレベルを維持しつつ、物流の円滑化を図るため、荷主から

航空機搭載まで一貫して航空貨物を保護する制度。この制度において、適

切な保安措置が実施できる貨物利用運送事業者又は航空運送代理店業者

を国土交通省航空局長が「特定航空貨物利用運送事業者」又は「特定航空

代理店業者」として認定。 
※４ ＢＣＰ（Business Continuity Plan） 
  不測の事態が発生した場合に、中核となる事業の継続又は早期復旧を可

能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のため

の方法、手段等を取り決めておく計画。 
※５ Ｅ＆Ｓ 
  Effective & Speedy Container Handling System（着発線荷役方式）の

略。貨物駅でコンテナを本線上の列車から積み卸しする方式。 
※６ 共有建造制度 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」）と海運事

業者が費用を分担して国内旅客船及び内航貨物船を共同で建造し、共有す

る制度。海運事業者は機構の分担した建造費用について一定期間使用料を

支払い、共有期間満了後、残額を買い取ることにより、所有権が海運事業

者に移転することとなる。 
※７ 在庫管理機能 
  物流事業者が取引企業のニーズに応じて在庫管理を行うこと。Vender 

Managed Inventory （納入業者側が納入先であるメーカーや小売店に代わ

って在庫を管理し、必要に応じて部品や製品の自動補充をすること）など
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の例が増加している。保税地域内の施設でVMIを行えば、輸入時ではなく、

補充のための出庫時において関税納付することになり、キャッシュフロー

上のメリットがある。 
※８ 流通加工機能 
  入庫した貨物に対し、検品・ラベル貼り・値札付け・組み立て・箱詰め・

梱包・方面別仕分け等を行うこと。 
※９ クロスドック機能 
  入庫した貨物を保管することなく、迅速に顧客あるいは受荷主別に仕分

け、配送車両や船舶・航空機に積替えること。 
※１０ サードパーティロジスティクス（３ＰＬ） 
  荷主企業に代わって、 も効率的な物流戦略の企画立案や物流システム

の構築について包括的に受託し、実行すること。 
※１１ スーパーエコシップ（ＳＥＳ） 
  電気推進システムを採用し、二酸化炭素や窒素酸化物の削減及び燃費の

削減に資する優れた環境性能と経済性を有する次世代内航船。 
※１２ ＥＴＣ 
  Electronic Toll Collection System（自動料金支払いシステム）の略。

車両に設置されたＥＴＣ車載器と有料道路の料金所に設置された路側機

との無線通信により、車両を停止することなく通行料金を支払うシステム

であり、ＩＴＳ（高度道路交通システム）の一つ。 

※１３ ＶＩＣＳ 

  Vehicle Information and Communication System（道路交通情報通信シ

ステム）の略。渋滞や交通規制等の道路交通情報を即時にカーナビゲーシ

ョンシステムに提供するシステム。 

※１４ プローブ技術 

  自動車を触覚、探針（Probe）とみなし、自動車がセンシングするデー

タを収集し、入力データとして活用する各種情報。 

※１５ エコレールマーク 

  鉄道貨物輸送による環境負荷低減に取り組む企業及び商品を認定し、商

品等にエコレールマークを表示することを通じて鉄道を利用したモーダ

ルシフトのアピールを行う。 

※１６ エコシップマーク 

  海上輸送へのモーダルシフトに貢献する荷主企業及び物流事業者を選

定し、エコシップマークの使用を認めること等を通じて船舶を利用したモ

ーダルシフトのアピールを行う。 
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※１７ カーボンフットプリント 

製造や流通過程で排出される温室効果ガスを製品に表示すること。 

※１８ エコポイント制度 

  省エネ、ゴミ減量、省資源等の環境に配慮した取組みを、ポイント制度

を通じて促進する仕組み。 

※１９ 店着価格制 

  商品の店舗への納入に際し、「商品価格」と「運賃等の物流コスト」を

分離せず、一括価格で決める商慣行のこと。物流 適化の観点からは、物

流コストを別建てにして、多頻度少量輸送やジャストインタイム輸送等の

物流サービスの高度化に伴うコストを反映させるべきとの指摘がある。 

※ ２０ 個別識別番号（Unique Consignment Reference Number） 

国際貿易におけるサプライチェーン・マネジメント上（売り手から買

い手まで）の個々の貨物に付与する単一貨物識別番号。 
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２０１０年代に向けての物流戦略委員会 開催経緯 

（２００９年５月１９日まで） 
 
 

２０１０年代に向けての物流戦略委員会 
第１回委員会  ２００８年 ９月２６日 
第２回委員会       １１月１４日 
第３回委員会       １２月１２日 
第４回委員会  ２００９年 ３月１２日 
第５回委員会        ４月２３日 
第６回委員会        ５月１９日 
 

第１ワーキンググループ（モーダルシフト・都市内物流） 
第１回ＷＧ   ２００８年１０月３１日 
第２回ＷＧ        １１月１３日 
第３回ＷＧ        １２月 ４日 
第４回ＷＧ   ２００９年 ３月１２日（ 終報告：別紙１） 
 

第２ワーキンググループ（成田・羽田物流円滑化ワーキングチーム） 
第１回ＷＧ   ２００８年１０月１７日 
第２回ＷＧ        １２月 ３日 
第３回ＷＧ   ２００９年 １月２９日 
第４回ＷＧ         ３月２３日（ 終報告：別紙２） 
 

第３ワーキンググループ（国際物流） 
第１回ＷＧ   ２００８年１１月２８日 
第２回ＷＧ   ２００９年 ２月１６日 
第３回ＷＧ         ４月１４日 
第４回ＷＧ         ５月１２日 
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２０１０年代に向けての物流戦略委員会 委員等名簿 

２００９年○月○日現在 

【委員（敬称略・５０音順）】 

 内田明美子 （株）湯浅コンサルティング コンサルタント 

 加藤 一誠 日本大学教授 

 上崎 正則 時事通信社解説委員 

 苦瀬 博仁 東京海洋大学理事・副学長 

 黒田 勝彦 神戸大学名誉教授・神戸市立工業高等専門学校校長 

 委員長 杉山 武彦 一橋大学長 

 谷口 栄一 京都大学大学院教授 

 寺島 実郎 （株）三井物産戦略研究所会長・（財）日本総合研究所会長  

 委員長代理  野尻 俊明 流通経済大学教授 

 屋井 鉄雄 東京工業大学教授 

  

【産業界委員（敬称略・５０音順）】 

伊丹 英彦  （株）日本航空インターナショナル貨物郵便本部品質企画部長 

 井上  洋 （社）日本経済団体連合会産業第一本部長 

 井本 隆之 井本商運（株）代表取締役社長 

 栗原 洋幸 （社）全国通運連盟業務部長 

 小牧 哲夫 （株）日新 執行役員アジア統括兼営業推進部担当兼国際営業第一部長(～2009.3) 

 小泉 光久 （株）日新 国際営業第一部ロシア・ＣＩＳ室長(2009.4～) 

 園田 裕一 （社）日本船主協会常務理事・企画部長 

 高松 孝行 トヨタ自動車（株）物流企画部主査 

 高山 哲郎   住友商事（株）金融・物流総括部貿易手続円滑化担当部長 

 辰巳  順 オーシャントランス（株）取締役営業企画部長兼東京港事務所長 

 名村 悦郎 （社）日本港運協会業務部長 

 樋口 恵一 川崎陸送（株）取締役社長 

 平山 芳昭 （社）日本物流団体連合会理事長 

 福本 正憲 富士通（株）グローバルビジネス本部兼パブリックリレーションズ本部部長 

 藤居 憲二 日本通運（株）航空事業部長 

 正木 裕二 （株）東芝 生産企画部生産企画担当参事 

 村山 洋一 日本貨物鉄道（株）常務取締役経営企画部長 

 森川 剛吉 （株）住友倉庫 執行役員業務部長 

 山室 達雄   (株）ﾆﾁﾚｲﾛｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 取締役常務執行役員経営企画部長兼海外事業推進部長 
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２０１０年代に向けての物流戦略委員会 行政側出席者名簿 

 

 

【行政側出席者】 

   田中 万平   財務省関税局監視課長 

   齋藤 和久   財務省関税局税関調査室長 

   高橋 直人   経済産業省商務流通グループ流通政策課長 

   井手 憲文   国土交通省政策統括官 

   山口 勝弘   国土交通省政策統括官付参事官（物流政策） 

   田中 照久   国土交通省政策統括官付参事官（物流施設） 

   志村  務   国土交通省政策統括官付参事官（複合物流） 

   藤田 礼子   国土交通省総合政策局環境政策課地球環境政策室長 

   阪井 清志   国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市計画調査室長  

   森  昌文   国土交通省道路局企画課道路経済調査室長 

   平垣内久隆   国土交通省大臣官房参事官（鉄道局） 

   一見 勝之   国土交通省自動車交通局貨物課長 

   山本 知孝   国土交通省海事局総務課企画室長 

   重田 雅史   国土交通省海事局内航課長(～2009.3) 

   蝦名 邦晴   国土交通省海事局内航課長(2009.4～) 

下司 弘之   国土交通省港湾局計画課企画室長 

   若林 陽介   国土交通省港湾局港湾経済課長 

   田村 幸士   国土交通省航空局航空事業課航空物流室長 
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物流モーダルシフト・都市内物流ワーキンググループ 

委員名簿 

 

【委員（５０音順・敬称略）】 

 青木 克生 ㈱セブンイレブン・ジャパン物流管理本部物流部 

アシスタント総括マネジャー 

 飯田 聡 日本貨物鉄道㈱総合企画本部投資計画室室長 

 内田明美子 ㈱湯浅コンサルティングコンサルタント 

 興村 徹 日本通運㈱業務部専任部長 

 委員長 苦瀬 博仁 東京海洋大学理事・副学長 

 清水 啓紀 金沢市都市政策局交通政策部長 

 高松 孝行 トヨタ自動車㈱物流企画部主査 

 谷口 栄一 京都大学大学院工学研究科教授 

 恒吉 正浩 味の素物流㈱事業統括本部事業企画部部長 

 富岡 伸之 豊田通商㈱物流業務部部長補 

 外山 幸平 井本商運㈱取締役営業部長 

 中田 哲也 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）園芸農産部 

園芸流通課課長 

 別所 恭一 佐川急便㈱理事 

 北条 英 (社)日本ロジスティクスシステム（ＪＩＬＳ）協会主任研究員 

 松永 正大 東京路線トラック協議会常務理事 

 水口 雅晴 大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会 

まちづくり検討会コアスタッフ 

 山田 義人 協同組合元町ＳＳ会事務局長 

  

  以上１７名  
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モーダルシフト・都市内物流ワーキンググループ 

行政側出席者名簿 

【行政側出席者】 

 井手 憲文 国土交通省政策統括官 

 高橋 直人 経済産業省商務流通グループ流通政策課長 

 山口 勝弘 国土交通省政策統括官付参事官（物流政策） 

 田中 照久 国土交通省政策統括官付参事官（物流施設） 

 志村 務 国土交通省政策統括官付参事官（複合物流） 

 藤田 礼子 国土交通省総合政策局環境政策課地球環境対策室長 

 阪井 清志 国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市計画調査室長 

 森  昌文 国土交通省道路局企画課道路経済調査室長 

 一見 勝之 国土交通省自動車交通局貨物課長 

 平垣内久隆 国土交通省大臣官房参事官（鉄道局） 

 山本 知孝 国土交通省海事局総務課企画室長 

 重田 雅史 国土交通省海事局内航課長（～2009.3） 

 蝦名 邦晴 国土交通省海事局内航課長（2009.4～） 

 下司 弘之 国土交通省港湾局計画課企画室長 

 増田 直樹 国土交通省関東運輸局交通環境部長 

 

以上１４名 
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成田・羽田物流円滑化ワーキングチーム 委員名簿 
 

 （学識者） 
座長 屋井鉄雄 東京工業大学教授 

   加藤一誠 日本大学経済学部教授 

   兵藤哲朗 東京海洋大学海洋工学部教授 

 （荷主） 
   太田 誠 社団法人日本経済団体連合会産業第一本部国土グループ長 

   高山哲郎 社団法人日本貿易会物流委員会貿易手続効率化小委員会副委員長 

 （航空フォワーダー） 
   戸祭 晃 株式会社近鉄エクスプレスフォワーディング営業部次長  

   合屋隆司 日本通運株式会社航空事業部専任部長 

   青柳達雄 郵船航空サービス株式会社営業総括部長 

   高橋 武 社団法人航空貨物運送協会事務局長  

 （航空会社） 
   森本義規 株式会社日本航空インターナショナル貨物郵便本部 

企画マーケティング部企画グループグループ長 

   若宮正吾 株式会社日本航空インターナショナル貨物郵便本部 

品質企画部企画グループグループ長 

   杉本直樹 全日本空輸株式会社貨物本部事業戦略部担当部長 

   土屋昌彦 全日本空輸株式会社貨物本部サービス企画部主席部員 

   土方 卓 日本貨物航空株式会社管理本部経営企画部 

経営企画チームチームリーダ―（兼）社長室マネージャー 

 （トラック業界） 
   松崎宏則 社団法人全日本トラック協会企画部長 

   綿引正明 関東トラック協会専務理事 

   松永正大 一般社団法人東京路線トラック協会常務理事 

 （空港施設管理者） 
小倉重夫 成田国際空港株式会社空港施設事業本部貨物事業部 

計画グループマネージャー 

   青柳 務 東京国際エアカーゴターミナル株式会社常務取締役兼運営本部長 

 

（敬称略） 
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成田・羽田物流円滑化ワーキングチーム 行政機関出席者名簿 
 

 

（行政機関） 
   田中万平 財務省関税局監視課長 

   齋藤和久 財務省関税局税関調査室長 

   森 昌文 国土交通省道路局企画課道路経済調査室長 

   一見勝之 国土交通省自動車交通局貨物課長 

   篠原康弘 国土交通省航空局監理部航空事業課長 

   田村幸士 国土交通省航空局監理部航空事業課航空物流室長 

干山善幸 国土交通省航空局空港部計画課長 

藤井直樹 国土交通省航空局空港部首都圏空港課長 

   山口勝弘 国土交通省政策統括官付参事官（物流政策担当） 

志村 務 国土交通省政策統括官付参事官（複合物流担当） 

   横山晴生 国土交通省関東地方整備局企画部長 

   増田直樹 国土交通省関東運輸局交通環境部長 

（敬称略） 
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国際物流ワーキンググループ 委員等名簿 

 

【委員（50 音順・敬称略）】 

飯塚 裕   日本貨物鉄道㈱ロジスティクス本部副本部長 

兼環境事業部長兼国際物流開発部長 

大橋 弘   東京大学大学院准教授 

栗本 聡   三井物産㈱ロジスティクスマネジメント部物流総括室室長 

黒田 勝彦  神戸大学名誉教授・神戸市立工業高等専門学校校長 

小牧 哲夫  ㈱日新 執行役員アジア統括兼営業推進部担当 

兼国際営業第一部長（～2009.3） 

    小泉 光久  ㈱日新 国際営業第一部ロシア・ＣＩＳ室長（2009.4～） 

園田 裕一  (社)日本船主協会常務理事・企画部長 

谷口 栄一  京都大学大学院教授 

寺島 実郎  ㈱三井物産戦略研究所会長・(財)日本総合研究所会長 

名村 悦郎  (社)日本港運協会業務部長 

委員長 野尻 俊明  流通経済大学教授 

樋口 恵一  川崎陸送㈱取締役社長 

平山 芳昭  (社)日本物流団体連合会理事長 

福本 正憲  富士通㈱グローバルビジネス本部 

兼パブリックリレーションズ本部部長 

正木 裕二  ㈱東芝 生産企画部生産企画担当参事 

以上１４名 

【行政側出席者】 

齋藤 和久  財務省関税局税関調査室長 

高橋 直人  経済産業省商務流通グループ流通政策課長 

森  昌文  国土交通省道路局企画課道路経済調査室長 

平垣内久隆  国土交通省大臣官房参事官（鉄道局） 

一見 勝之  国土交通省自動車交通局貨物課長 

山本 知孝  国土交通省海事局総務課企画室長 

下司 弘之  国土交通省港湾局計画課企画室長 

若林 陽介  国土交通省港湾局港湾経済課長 

山口 勝弘  国土交通省政策統括官付参事官（物流政策） 

志村 務   国土交通省政策統括官付参事官（複合物流） 

以上１０名  
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＜別紙１＞ 
第１ワーキンググループ（モーダルシフト・都市内物流） 

終とりまとめ（案） 
 
 
１．背景 

物流は経済活動を支える重要な社会的基盤である一方で、エネルギー起源

の CO2 をはじめ、各種の環境負荷を社会にもたらしている。近年、国内貨物

輸送からの CO2 排出量は低減する傾向にあり、京都議定書目標達成計画の目

標値に近づきつつあるが、ポスト京都議定書の枠組みを見据え、今後はサプ

ライチェーン全体からの環境負荷を低減していくことなど更に進んだ取り組

みが求められる。このため、内外で環境にやさしい物流の一層の展開を図る

ことにより、我が国が国際社会において環境面で果たすべき役割を積極的に

担うことが重要であるが、これは、物流の担い手のみならず、消費者を含め

た物流の利用者の責務でもあると考えられる。低炭素型社会の構築は、我が

国をめぐる環境負荷の低減に資するのみならず、中長期的にはさまざまな省

エネ・環境技術の開発・応用を誘発することを通じて、我が国産業の国際競

争力強化につながることも期待される。 
 
２．検討の方向性 

１）物流を取り巻く現状への対応 
物流は、地球温暖化問題、労働人口の減少、燃料など物価の大幅な変動

といった環境変化に対応することが求められている。物流の担い手である

事業者は、低コスト、高い輸送品質、短いリードタイム、環境負荷低減、

異常時の円滑な対応など利用者ニーズに対応した高度な物流を実現してい

くことが必要である。また政策面においては、インフラ整備などハード面

における対策、システムや制度などソフト面における対策を講じていくこ

とを求められている。 
 

２）環境配慮型かつ効率的な物流の実現に向けた課題と検討の方向性 
環境に配慮しつつ物流の効率化を実現するためには、省エネルギー、省

力化による労働環境改善、物流事業者や荷主など物流に参加する主体の適

切な役割分担、インフラの整備及び使いやすさの向上などの方向での取組

みが重要と考えられる。物流の態様は貨物によって様々であるが、国内物

流に関しては大きく幹線物流と都市内物流に分けて考えることができる。
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さらに、幹線物流・都市内物流といった観点とは別に、物流事業者側から

は見えにくいサプライチェーン全体に係る効率化という観点も考慮するこ

とが必要である。 
 

３．モーダルシフトを含めた輸送の効率化（幹線物流）に関する検討課題 
幹線物流の多くは、一般に鉄道貨物駅、港湾、トラックターミナル、配送

センター等の物流結節点を経由した長距離の輸送が行われている。環境負荷

の少ない大量輸送機関である鉄道や海運については、その利点を生かすこと

のできる距離帯や区間・対象貨物について、可能な限り貨物輸送をトラック

から転換を図ることが重要である。また、トラック輸送については、輸送効

率の向上や自営転換が重要である。トラックから鉄道・海運へのモーダルシ

フトの推進に当たっては、鉄道・海運の輸送力の確保・有効活用とともに、

輸送コスト、輸送品質、リードタイム、輸送障害時対応（代替輸送体制の確

保）などが課題となる。 
幹線物流全般にわたり、物流結節点の集約・再配置、巡回集荷（ミルクラ

ン）など物流結節点と末端との間の集配の効率化も重要である。また、複数

荷主による共同輸送や往路と復路を組み合わせた輸送効率の向上に当たって

は、関係者による幅広い連携が必要となるが、現状では、業種を超えた取組

みや地域ごとの連携は必ずしも十分とは言えない。 
 

４．都市内物流に関する検討課題 
都市内物流に関係する課題として、商店街や商業施設・ビル等が集積する

都市部における端末物流のあり方と、複数の集配拠点への輸配送を行う都市

圏における広域的な物流のあり方が挙げられる。 
端末物流に関する課題の１つとして、貨物自動車の路上における荷捌きは、

交通の渋滞や歩行者の安全な通行を阻害する一因となっている。都市内物流

の課題は、地域によって様々であり、その解決策も多様であるため、その課

題の解決に向けては、施設の設計・配置における物流への配慮、物流システ

ムの改善、環境の改善等トータルな視点により取り組むことが必要である。

また、取り組む主体としても、様々な関係者がトータルで連携して取り組む

ことが必要となることから、幅広い関係者（発荷主・着荷主、物流事業者、

地域の行政機関・警察等）によるコンセンサスの形成と継続による地域の実

情に合ったオーダーメイドの解決策の構築や荷捌きスペースの確保等が課題

となる。 
都市圏における広域的な物流については、幹線道路ネットワーク等の効率
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的な整備を推進するとともに、配送センター等の物流施設の立地の適正化や

積載率の向上等を促進し、都市圏における輸配送の効率化を推進することが

課題である。また、関係者の連携による共同輸配送、物流拠点整備などの取

組みも重要である。 
また、幹線道路ネットワーク等の効率的な整備を推進するとともに、配送

センター等の物流施設の立地の適正化や積載率の向上等を促進し、都市圏に

おける輸配送の効率化を推進することが課題である。 
 
５．サプライチェーン全体にかかる環境対策に関する検討課題 
  消費者ニーズの高度化等により、荷主（とりわけ着荷主）の過度なジャス

トインタイム輸送や多頻度小口輸送の過度な要求が環境負荷の増大要因とな

る場合がある。これは、物流のサービスレベルが価格に反映されないという

日本の商慣行である「店着価格制※１」に一因がある。 
  環境負荷の小さい物流体系の構築にあたっては、高度な物流システムとの

両立を図りつつ、こういった商慣行に着目した取り組みとともに、着荷主側

ひいては消費者への展開が必要であり、荷主、消費者の意識向上が重要であ

る。また、リサイクルとＣＯ２排出削減の両立など静脈物流における環境負

荷低減に関する取組も重要である。 
  サプライチェーン全体にかかる環境対策を推進するためには、貨物の流動

を的確に把握する必要があり、ＩＴ等を活用しつつ、引き続き所要のデータ

を整備する必要がある。 
  ※１ 商品の店舗への納入に際し、「商品価格」と「運賃等の物流コスト」を分離せず、

一括価格で決める商慣行のこと。物流 適化の観点からは、物流コストを別建てに

して、多頻度少量輸送やジャストインタイム輸送等の物流サービスの高度化に伴う

コストを反映させるべきとの指摘がある。 

 
６．課題解決に向けた方策 

１）モーダルシフトを含めた輸送の効率化 
① 荷主と物流事業者の連携による物流システムの改善 

グリーン物流パートナーシップ会議の活用により、モーダルシフトを

含めた輸送の効率化のための荷主と物流事業者の協働による取組みを支

援するとともに、「多様な関係者の連携による物流効率化推進事業」の活

用により、物流拠点の内外や都市内など物流が輻輳した地域におけるル

ール形成など各地域の実情に応じた物流効率化の取組みやモーダルシフ

トを支援していく。 
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また、ＪＲ貨物の輸送力を一層活用するため、利用運送事業者との連

携を強化するとともに、輸送障害時の対応体制の確保を推進する。さら

に、一般消費者を含めて環境にやさしい鉄道貨物輸送の認知度向上を図

るエコレールマーク※２の制度を通じて、モーダルシフトを推進する。 
内航海運（ＲＯＲＯ船等）・フェリー等についても同様に、エコシップ

マーク※３の活用、インターネットを活用した航路網やサービス内容に関

する情報提供等により、荷主企業及び物流事業者が環境負荷が少なく省

エネ・ＣＯ2 削減等に効果のある内航海運・フェリー等を利用するよう

働きかけを行っていくこと等を通じ、輸送力の一層の活用を図る。 
以上のような物流システムの改善に際しては、これまで行われてきた

発荷主と物流事業者の連携に加えて、輸送効率に影響を及ぼす発注ロッ

トやリードタイムまた時間指定などの取引条件を決定している着荷主の

理解を得ることが重要である。 
※２  鉄道貨物輸送による環境負荷低減に取り組む企業及び商品を認定し、商品等に

エコレールマークを表示することを通じて鉄道を利用したモーダルシフトのア

ピールを行う。 
※３  海上貨物輸送へのモーダルシフトに貢献する荷主企業及び物流事業者を選定し、

エコシップマークの使用を認めること等を通じて船舶を利用したモーダルシフ

トのアピールを行う。 
 

② 鉄道、海運における取組みの強化 
・ 輸送力増強、駅設備の近代化、積載率の向上 
 環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送へのモーダルシフ

トを促進するため、貨物列車長編成化の整備（待避線延伸等）等輸送力

増強のためのインフラ整備や輸送機材強化・更新等による輸送能力の拡

大、及び、鉄道貨物駅の E&S 化※４や入換の効率化等駅設備の近代化を

推進する。また、2008 年４月の JR 貨物の予約制度の変更等により、輸

送枠の取消しの大幅な減少等が図られたところであるが、その定着及び

確保したスペースの有効活用を進めるとともに、引き続き、IT-FRENS
（貨物列車の予約の管理と申込の 適化を行うシステム）の活用等によ

り積載率の向上を図る。 
・ RORO 船、内航コンテナ船、フェリーの競争力強化 
 船舶の老朽化、船員の高齢化等の問題を抱える内航海運や他モードに

対するコスト競争力強化が課題となっているフェリーの活性を図るため、

共有建造制度※５を活用した環境性能の高い船舶への代替建造等の促進
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や、運航の効率化・高度化、サービス向上に向けた取組みへの支援等を

行う。また、グループ化等の推進により、国内海運業の構造改革を推進

し、産業競争力の強化を図る。併せて、静脈貨物の扱い等も検討した上

で、内航フィーダー輸送の充実を図る。 
※４ Effective & Speedy Container Handling System（着発線荷役方式）の略。貨物

駅でコンテナを本線上の列車から積み卸しする 
※５ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」）と海運事業者が

費用を分担して国内旅客船及び内航貨物船を共同で建造し、共有する制度。海運

事業者は機構の分担した建造費用について一定期間使用料を支払い、共有期間満

了後、残額を買い取ることにより、所有権が海運事業者に移転することとなる。 
 

③ 積替拠点における物流の効率化 
 荷役作業の効率化を図るため、鉄道貨物駅の設備の近代化を推進する

とともに、複数モード間における積み替えを円滑に行うため、港湾内の

積替え施設の整備、道路と鉄道の交通結節点における改善事業を推進し、

効率的な鉄道へのモーダルシフトを図る。 
 

④ 幹線物流・都市圏における輸配送の効率化、３ＰＬ※６の推進、環境負

荷軽減に資する物流施設の整備 

 グリーン物流パートナーシップ会議の枠組み等において、トラックの

大型化、積載率の向上、共同輸送、自営転換を促進すること等によりト

ラック輸送の効率化を図る。また、物流総合効率化法の活用により、高

速道路 IC 周辺、臨港地区、鉄道貨物駅周辺等に輸配送の効率化、３Ｐ

Ｌの推進、環境負荷低減に資する物流施設の立地を促進する。 
※６ サードパーティロジスティクスの略。荷主企業に代わって、 も効率的な物流戦

略の企画立案や物流システムの構築について包括的に受託し、実行すること。 
 

⑤ 省エネ法の特定荷主及び特定輸送事業者の支援並びに省エネ法スキー

ムの活用等 
 省エネ法により、５年間で年平均１％以上のエネルギー原単位の改善

が特定荷主や特定輸送事業者に求められ、ＣＯ２排出量削減の取組みを

検討しようとする機運が高まっていることから、引き続き、荷主と物流

事業者の企業単位での省エネの取組みを促進していく。更に、今後現行

制度の評価を行い、連結ベースでの拡充を検討する。 
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 ⑥ 輸送モード間の公平な競争条件の確保 
 高速道路料金引き下げ等の諸状況に鑑み、コスト競争力が低下してい

る内航海運・フェリー業界については、共有建造船制度を活用した環境

性能の高い船舶への代替建造等の促進や、運航の効率化・高度化、サー

ビス向上に向けた取組みへの支援を行うことにより、活性化を図る。 
 

２）低環境負荷の港湾・物流システムの構築 
  陸海を結ぶ物流の結節点である港湾において、多様な主体と連携し、モ

ーダルシフトの促進や内陸部物流拠点の活用など環境負荷の小さい物流体

系の構築を図るとともに、船舶への陸上電力供給施設（船舶版アイドリン

グストップ）や省エネルギー型荷役機械等を導入することにより温室効果

ガスの排出抑制等に取り組む。 
 
３）都市内物流の効率化 

① 関係者の協働・連携に基づいた都市内物流の効率化に向けた取組みの

促進 

 都市内物流対策に取り組むにあたっては、まず、関係者でコンセンサ

スを形成し、対策を創成するプロセスが必要である。 

 物流が輻輳する商店街や商業施設・高層ビルなどが集積する地域にお

いて、「多様な関係者の連携による物流連携効率化推進事業」により、荷

捌きスペースの確保、共同集配などを行うための地域毎の事情に応じた

支援を行うとともに、物流総合効率化法の適用対象となる特定流通業務

施設（共同上屋）の基準の見直し、都市部における施設の設計・配置に

おける当初からの物流への配慮などにより、物流システムのトータルな

視点での改善を支援していく。 

 

② 交通円滑化の推進 
 円滑な都市・地域活動を支え、地域経済の活性化を図るため、環状道

路の整備、信号制御の高度化、交差点の立体化、開かずの踏切の解消等

の渋滞対策を展開する。 
 

③ より良好な駐車秩序の確立 
 スムーズな物流に影響を及ぼしている路線に対して、駐車規制と連携

し、交通条件や沿道条件に配慮しつつ、荷捌き停車帯を設置する等の対

策に取り組む。 
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４）輸送モード毎の総合的な対策や単体対策 
① クールシッピング（海運分野の低炭素化）の推進 

 国際海運からのＣＯ２排出量を大幅に削減する省エネ技術の開発・国

際標準化（高効率船舶（ＣＯ２の 30%削減を目標）の技術開発等）や、

共有建造制度を活用したスーパーエコシップ（ＳＥＳ）※７をはじめとす

る環境性能の高い船舶の建造促進、船舶の特別償却制度等を通じ、船舶

の代替建造・改良・改造を促進するとともに、省エネ運航を推進するこ

とにより、海運分野におけるＣＯ２排出量削減を図る。 
※７ 電気推進システムを採用し、二酸化炭素や窒素酸化物の削減及び燃費の削減に資

する優れた環境性能と経済性を有する次世代内航船。 
 

② 低公害車、省エネに向けた運行の効率化、省エネ型機関車等 
 自動車グリーン税制等を活用し、小型貨物車の低燃費化・低公害化を

促進する。また、エコドライブ等による省エネに向けた運行の効率化を

図る。更に、鉄道においても、機関車の省エネ化を促進する。 
 
③ 既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化 

 物流効率化、都市部の深刻な渋滞の解消、地球温暖化対策などの観点

から、ＥＴＣ※８を活用しつつ、効果的な料金施策やスマートインターチ

ェンジの増設等を実施する。 
※８ Electronic Toll Collection System（自動料金支払いシステム）の略。車両に

設置されたＥＴＣ車載器と有料道路の料金所に設置された路側機との無線通信に

より、車両を停止することなく通行料金を支払うシステムであり、ＩＴＳ（高度道

路交通システム）の一つ。 
 
④ ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進 

 カーナビ、ＶＩＣＳ※９やＥＴＣ、プローブ技術※１０等の活用や組み合

わせによる多様なＩＴＳ（高度道路交通システム）サービスを実現する

次世代の車載器やそれに対応した設備の整備・活用を図り、交通流の円

滑化や安全運転の支援、物流の効率化を推進する。 
※９ Vehicle Information and Communication System（道路交通情報通信システム）

の略。渋滞や交通規制等の道路交通情報を即時にカーナビゲーションシステムに提

供するシステム。 
※１０ 自動車を触覚、探針（Probe）とみなし、自動車がセンシングするデータを収集



 37

し、入力データとして活用する各種情報。 
 

５）サプライチェーン全体にかかる環境対策 
我が国の物流サービスは一定程度の質の高さを誇っているが、質の高さ

を過度に求めることは輸送回数を必要以上に増加させるなど環境負荷を増

大させる懸念がある。 

このため、サプライチェーン全体を通じた企業のＣＯ２排出削減に対す

る意識や物流の環境負荷に対する消費者の意識を向上する観点から、カー

ボンフットプリント※１１の普及を促進する。また、エコポイント制度※１２に

ついては、先進的な取組み事例の情報提供を促進する。店着価格制を改め

物流サービスコストを的確に反映した価格体系の導入や出荷実態に応じて

過不足のない在庫を維持する適正在庫管理をベースとした過度な多頻度補

充の見直しによる取引条件の改善に関する取組みを促進することにより、

物流の効率化を図る。 

※１１ 製造や流通過程で排出される温室効果ガスを製品に表示すること。 
※１２ 省エネ、ゴミ減量、省資源等の環境に配慮した取組みをポイント制度を通じて促

進する仕組み。 

 

６）グリーン物流の国際的連携（日中韓等） 

   日中韓物流大臣会合や物流に係るアジア諸国との政策対話の場等におい

て、グリーン物流に関する施策の協力、意見交換を継続し、ＣＯ２排出量

削減の取組みを着実に広げていく。 

 

 ７）静脈物流システムの形成 

 循環型社会の形成を促進するため、海上輸送による効率的な静脈物流ネ

ットワークを構築するとともに、臨海部におけるリサイクル産業の拠点化

を推進する。具体的には、国が指定するリサイクルポートを広域的な循環

資源物流拠点として育成するため、公共埠頭等における循環資源の取扱い

に関する運用の改善、官民連携の促進、岸壁等の港湾施設の確保、積替・

保管施設等の整備に関する支援等を推進する。 
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＜別紙２＞ 
第２ワーキンググループ 

（成田・羽田物流円滑化ワーキングチーム） 
終報告（案） 

 

１．背景 

航空輸送は、我が国の経済発展を支える重要な物流上の役割を発揮してお

り、今後も着実にその役割を果たしていくことが求められている。こうした

中で、現下の航空物流を巡る状況は従来に増して厳しいものがあるものの、

２０１０年代を中長期的に見据え、成田国際空港の北伸事業及び羽田空港の

再拡張事業を着実に推進するとともに、成田・羽田両空港の一体的活用を通

じた首都圏全体の物流機能の 大化・２４時間化を実現していくことが必要

である。 

こうしたことから、成田・羽田両空港の円滑かつ効率的な物流システムの

構築に向け、具体的な課題を抽出し、その解決方策について関係者間で検討

を行うため、２００８年１０月、「成田・羽田物流円滑化ワーキングチーム」

を設置した。 

本ワーキングチームでは、成田・羽田両空港の物流面における役割、それ

ぞれの空港の課題と対応方策、両空港の有機的連携方策等を議題として、計

４回に亘り議論を重ね、その成果として本 終報告を取り纏めた。 

 

２．基本的視点 

近年、アジア諸国の空港・航空会社が航空貨物分野において飛躍的な成長

を遂げる一方、我が国の空港・航空会社の相対的な地位の低下が顕在化しつ

つある。このように競争環境が厳しさを増す中で、我が国全体としての国際

競争力の維持・強化という観点から、国際的に優れた航空物流サービスを提

供するため、成田・羽田両空港の一体的活用を通じた首都圏全体の物流機能

の 大化・２４時間化を実現する必要がある。また、サプライチェーン・マ

ネジメントの進展等に伴い高度化・多様化する荷主ニーズに柔軟に対応する

ため、成田・羽田両空港における物流機能の戦略的強化及び輸送プロセスの

効率化・円滑化により、一層のリードタイム短縮、コスト削減、輸送品質の

向上等を図っていく必要がある。 

このような状況を踏まえつつ、２０１０年代を中長期的に見据え、成田・

羽田両空港におけるボトルネック対策及び物流機能の拡充はもとより、その

周辺におけるアクセスの改善、両空港間における効率的な貨物輸送体制の構
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築等有機的連携に向けた環境整備を推進することが重要である。また、その

具体化に向けて、空港管理者、航空会社、フォワーダー、荷主企業、関係行

政機関等個々の主体による取組みに加えて、関係主体間の緊密な連携・協力

を促進することにより、物流システム全体の 適化を図っていくことが重要

である。 

 

３．成田・羽田両空港の物流面における役割 

成田国際空港は、我が国の国際航空貨物の約３分の２を取り扱う、日本

大の国際航空物流拠点である。成田国際空港を発着する国際航空貨物は、首

都圏のみならず日本全国を後背圏としており、首都圏の暮らしを支える上で、

更には我が国全体の経済活動を支える上で、基幹的な役割を果たしている。

今後、２０１０年３月の空港容量拡大を控え、我が国全体の国際競争力の確

保のためにも、国際物流機能の一層の強化が求められている。 

一方、羽田空港は、我が国の国内航空輸送の中核を担い、旅客面のみなら

ず物流面においても拠点的な役割を担っている。２０１０年１０月の再拡張

以降は、発着能力の増強や国際化に伴い、成田国際空港の国際物流機能を補

完する観点からも、これまで以上に重要な役割を果たしていくことが期待さ

れている。 

羽田空港は、首都圏の消費地への地理的近接性を有しており、また、地方

発着貨物の内際トランジットについても利便性が高いことから、新たな航空

輸送需要の創出も含め、我が国の航空貨物市場に構造的な変化をもたらす可

能性がある。更に、成田・羽田両空港間においては、従来の内際トランジッ

ト貨物に加え、アジア発着貨物等の際々トランジット貨物や、フォワーダー

施設から両空港への転送貨物等、陸上貨物輸送が増大することも想定される。

このため、成田・羽田両空港が有機的に連携することにより、総合的・一体

的にその物流機能を発揮していくことが期待されている。 

 

４．成田国際空港の課題と対応方策 

 

(1)空港内の国際物流機能の向上 

成田国際空港では、開港以来、取扱貨物量の増大に対応して、国際物流

機能の拡充を順次図ってきた。しかし、施設用地の狭隘性等を背景として、

貨物地区・貨物施設の分散配置、分散利用等が進み、人員・設備面におけ

る多重投資、集荷・分配等運用面における効率性の低下等の問題を生じて

いる。 



 40

このため、空港内物流機能の全体効率化の観点から、貨物施設の適切な

配置及び利用のあり方について、航空会社、フォワーダー等の利用ニーズ

を踏まえつつ、関係者間の検討を推進する。また、三角地Ⅱ期地区の造成

の着実な推進と併せて、新たな貨物施設についても、航空貨物の需要動向

等に応じて、その施設規模、配置及び整備時期について検討を行う。更に、

インタクト輸送の促進等、空港内貨物施設の処理能力向上のための具体的

方策について検討を行う。 

 

(2)空港内のボトルネック解消 

成田国際空港では、特に朝夕のピーク時間帯において、貨物地区構内道

路における貨物車両等の滞留・輻輳等により、交通混雑及び構内作業の安

全性の低下を招いている。 

このため、これらのボトルネック解消に向けて、空港管理者、上屋会社、

フォワーダー等関係者間の連携・協力を推進する。具体的には、貨物地区

構内道路における交通ルールの徹底を図るとともに、必要に応じて、交通

量の繁閑、貨物施設の利用状況等に応じた交通動線の見直しを行う。また、

貨物車両、フォークリフト等の共同利用等、貨物地区構内の共通ルールの

構築に向けた検討を推進する。更に、トラック待機場の利用実態等を踏ま

えた輸入貨物引取車両の誘導システムの開発等貨物車両の効率的な配車・

誘導方法について具体的な検討を推進する。 

 

(3)空港ゲートの管理・運用システムの高度化 

成田国際空港では、特に朝夕のピーク時間帯において、空港ゲート付近

の交通渋滞が慢性化しており、航空貨物輸送の迅速性の阻害要因となって

いる。 

貨物車両のゲート通過時間の短縮を図るため、第２ゲートにおける旅

客・貨物等用途別車両レーンの設定について具体的な検証を行うとともに、

三角地Ⅱ期地区の造成と併せた貨物地区専用ゲートの整備を推進する。ま

た、貨物車両へのスマートプレート、ＥＴＣ等の搭載、貨物地区構内情報

の提供等、新たな空港ゲート管理・運用システムの導入可能性について検

討を行う。 

 

(4)空港アクセスの改善 

荷主企業が多く立地する東京圏北部（埼玉県、茨城県南部）、北関東（群

馬県、栃木県、茨城県）等から、確実かつ安定的な貨物輸送を行うため、
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国道４６４号（北千葉道路）や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）など成

田国際空港へのアクセス強化に資する道路ネットワークの着実な整備とと

もに、空港周辺道路における朝夕の通勤車両等による道路混雑に起因する

定時性の低下や安全性の確保に対応するため、ボトルネック箇所の改良や

周辺交通環境の整備等について推進する。 

 

５．羽田空港の課題と対応方策 

 

(1)空港内の国際物流機能の拡充  

羽田空港の再拡張・国際化等を見据え、国際物流の拠点として迅速な貨

物処理と質の高いサービス提供の実現を図るため、国際線地区貨物ターミ

ナルの整備を着実に推進する。また、国内・国際ターミナル間の物流円滑

化の観点から、エアサイド内の連絡トンネルにより国際線地区～国内線地

区間を 短で連絡し、ＧＳＥ車両の移動の円滑化を図る。更に、容量拡大

により増加する空港内交通車両や空港通過車両への適切な対応を図るため、

新設ランプの整備、国道３５７号へのアクセス道路の整備、環状８号線の

付け替え整備等を推進する。 

 

(2)国際線地区貨物ターミナルの管理・運用システムの高度化 

空港保安に求められるセキュリティ確保と物流の円滑化及び効率化の実

現を図るため、国際線地区貨物ターミナルにおけるトラック誘導システム

の円滑な導入を関係者協力の下、推進する。また、２０１０年１０月の再

拡張に向けて、ターミナルの適切な運用の確保方策等について、行政の関

与のもと、関係者間で対応を検討する。 

 

(3)空港周辺地域の物流機能の一体的強化 

羽田空港を中心とした周辺地域との物流ネットワークの構築を推進する

ため、国際航空貨物需要への対応や首都圏における空港・港湾等物流拠点

をつなぐネットワークの形成を推進する。また、羽田空港及び京浜港にお

ける今後の貨物需要・動態の変化に対応するため、航空・海上貨物の一体

的オペレーション等、首都圏臨海部における物流機能の高度化に向けた検

討を行う。 

 

(4)空港アクセスの改善 

羽田空港の周辺部において、交通混雑や環境悪化を招いている慢性的な
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渋滞に対応するため、国道１５号と環状８号線の立体化を図る蒲田立体交

差事業など交通の円滑化に向けた効果的な対策を実施する。また、都市部

を経由する交通の分散や臨海部での貨物車交通の円滑化を図るために、首

都高速中央環状線（新宿線・品川線）や東京港臨海道路等の整備を推進す

る。 

 

６．成田・羽田両空港の有機的連携方策 

 

(1)成田・羽田両空港間の効率的な貨物輸送体制の構築 

２０１０年以降、羽田空港の再拡張・国際化等に伴い、成田・羽田両空

港間において、航空貨物の陸上流動が増大・輻輳することが想定される。 

このため、輸送効率の向上、輸送コストの削減、空港周辺における混雑

緩和、環境負荷の低減等の観点から、成田・羽田両空港間における貨物輸

送業務の共同化・集約化等、効率的な貨物輸送体制の構築を推進する。当

面は、２０１０年１０月の再拡張に向けて、航空会社、フォワーダー等の

協働の下、貨物需要・流動パターン、社会・経済的効果、オペレーション

上・手続上の課題等の面から、多角的かつ具体的な検討を推進する。 

 

(2)物流拠点ターミナル機能の整備 

２０１０年以降、羽田空港の再拡張・国際化等に伴い、羽田空港の国際

航空貨物を取り扱うための物流拠点ターミナル機能（中継・仕分け拠点、

上屋施設等）の整備需要が想定される。しかし、中小フォワーダーを中心

に、成田・羽田両空港への二重投資や、物流拠点を立地するための適地不

足等の課題が顕在化している。 

このため、中長期的に、今後の社会経済情勢の変化等に応じて、関係者

の意向を踏まえつつ、適切な時期に、空港内の物流施設の整備とともに、

成田・羽田両空港の中間地域、羽田空港周辺地域等、空港外における物流

拠点ターミナル機能の整備及び施設の利用・運営のあり方と手続上の課題

に関する検討を行う。 

 

 

 

 航空貨物輸送プロセスの効率化の観点からは、「航空物流に関する懇談会 航空物流プロセスワ

ーキングチーム」において、航空会社、フォワーダー等関係者の参画を得て、業務手順や輸送手

法の分析を進めており、今後、成田・羽田両空港に関して、その成果の活用も視野に入れて検討

を進める。 


